
医師確保に係る支援について

第 １ 回 医 療 政 策 研 修 会
第１回地域医療構想アドバイザー会議

令 和 2 年 1 0 月 9 日
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１．医師少数区域等で勤務した医師を評価する制度の創設【医療法】
医師少数区域等における一定期間の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が評価・認定す

る制度の創設や、当該認定を受けた医師を一定の病院の管理者として評価する仕組みの創設
２．都道府県における医師確保対策の実施体制の強化【医療法】

都道府県においてPDCAサイクルに基づく実効的な医師確保対策を進めるための「医師確保計画」の策定、都道府県と

大学、医師会等が必ず連携すること等を目的とした「地域医療対策協議会」の機能強化、効果的な医師の配置調整等の
ための地域医療支援事務の見直し 等

３．医師養成過程を通じた医師確保対策の充実【医師法、医療法】
医師確保計画との整合性の確保の観点から医師養成過程を次のとおり見直し、各過程における医師確保対策を充実
・医学部：都道府県知事から大学に対する地域枠・地元出身入学者枠の設定・拡充の要請権限の創設
・臨床研修：臨床研修病院の指定、研修医の募集定員の設定権限の国から都道府県への移譲
・専門研修：国から日本専門医機構等に対し、必要な研修機会を確保するよう要請する権限の創設

都道府県の意見を聴いた上で、国から日本専門医機構等に対し、地域医療の観点から必要な措置の実施
を意見する仕組みの創設 等

４．地域の外来医療機能の偏在・不足等への対応【医療法】
外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視化するため、二次医療圏を基本とする区域ごとに外来医療関係者による協
議の場を設け、夜間救急体制の連携構築など地域における外来医療機関間の機能分化・連携の方針と併せて協議・公表
する仕組みの創設

５．その他【医療法等】
・地域医療構想の達成を図るための、医療機関の開設や増床に係る都道府県知事の権限の追加

・健康保険法等について所要の規定の整備 等

医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）の概要

地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域における医療提供体制を確保するため、都道府県の医療計画における医師の確保に関
する事項の策定、臨床研修病院の指定権限及び研修医定員の決定権限の都道府県への移譲等の措置を講ずる。

改正の趣旨

2019年４月１日。（ただし、２のうち地域医療対策協議会及び地域医療支援事務に係る事項、３のうち専門研修に係る事項並びに
５の事項は公布日、１の事項及び３のうち臨床研修に係る事項は2020年４月１日から施行。）

施行期日

改正の概要
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医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度について

申請に基づき、厚生労働大臣が
医師少数区域等における医療に
関する経験を認定

厚生労働省

医師少数区域等の医療機関

＜認定に必要な業務＞
(1)個々の患者の生活背景を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療や
保健指導（患者の専門的な医療機関への受診の必要性の判断を含む。）
 地域の患者への継続的な診療
 診療時間外の患者の急変時の対応
 在宅医療

(2)他の医療機関や、介護・福祉事業者者等との連携
 地域ケア会議や退院カンファレンス等への参加

(3)地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動
 健康診査や保健指導等の実施

※１ 医師免許取得後10年以内の場合は、
原則として連続して勤務（妊娠・出産等に
よる中断は可）するが、10年目以降の場
合は、断続的な勤務の積算も可。

○ 医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間勤務し、その中で医師少数区域等に
おける医療の提供のために必要な業務を行った者を厚生労働大臣が認定する。

医師少数区域等における
６ヵ月以上※１の勤務※２

医師

申請

認定

【申請内容】
○勤務した医療機関名と所在地
○勤務した期間
○業務内容
等

 申請の際には、医師少数区域等での
医師の勤務状況に対する認定制度の
影響を測るため、認定の対象となる勤
務の直前の勤務地等についても申告す
る。

認定医師等に対するインセンティブ

①一定の病院の管理者としての評価
• 地域医療支援病院のうち医師派遣・環境整備機能を有する病院※の管理者は、認定医師でなければならないこととする。
（2020年度以降に臨床研修を開始した医師を管理者とする場合に限る。）

※管理者要件に認定医師であることを加える病院の範囲については、施行後の認定制度の普及状況等を踏まえ見直しの必要性について検討する。

②認定医師や医療機関に対する経済的インセンティブ
• 認定医師個人や、認定医師によって質の高いプライマリ・ケアが提供される医療機関等に対する経済的インセンティブの設定について検
討を行う。

認定に必要な勤務期間や業務内容

※２ 認定の対象となるのは、2020年度以降の
勤務とする。（臨床研修中の期間を除く。）



認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業

申請に基づき、厚生労働大臣が
医師少数区域等における医療に
関する経験を認定

厚生労働省

医師少数区域等の医療機関

＜認定に必要な業務＞
(1)個々の患者の生活背景を考慮し、幅広い病態に対応
する継続的な診療や保健指導

(2)他の医療機関や、介護・福祉事業者者等との連携
(3)地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保
健活動

○ 医師少数区域等において一定期間勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度が令和２年４月に施行され
た。本制度が医師偏在の解消に資するよう、認定を取得した医師が医師少数区域等で診療を継続するための経
済的支援を行う。

医師少数区域等における
６ヵ月以上の勤務

医師

申請

認定

【申請内容】
○ 勤務した医療機関名と所在地
○ 勤務した期間
○ 業務内容 等

制度の概要

事業内容

認定取得

認定を取得した医師が医師少数区域等で診療を実施する際の医療レベルの向上や取得している資格等の維持に係る以
下の経費について支援を行う。
○医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための研修の受講に必要な経費（研修受講料、旅費）
○医師少数区域等で必要な医療等を学ぶための新たな専門書の購入に必要な経費（医学用図書購入費）
○専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むための経費（旅費）

医師少数区域等で勤務する医師の質の向上等にかかる経済的支援

令和３年度概算要求額
411,582千円（204,027千円）

4



認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業交付要綱（案）認定制度を活用した医師少数区域等における勤務の推進事業交付要綱（案）

事業の実施主体

交付額等

医師少数区域、医師少数スポットに所在する病院又は診療所

１．種目 ２．基準額 ３．対象経費

研修受講経費

認定を受けた医師1人当たり次により算出された額

（１）研修受講料

10,000円×勤務月数

（２）旅費

県内2,000円×勤務月数

県外12,000円×勤務月数

雑役務費（研修受講料）

旅費

専門書購入経費
認定を受けた医師1人当たり

54,000円 備品費（図書）

他病院勤務経費

認定を受けた医師1人当たり

県内4,000円×勤務月数

県外24,000円×勤務月数

旅費

ア．都道府県が行う事業

（ア）次の表の第１欄に定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定す
る。

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額を交付
額とする。

イ．都道府県が補助する事業
（ア）次の表の第１欄定める種目ごとに、第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と都道府県が補助した額とを比較して、もっとも少ない額に
２分の１を乗じて得た額の合計額を交付額とする。
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医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援事業

医師が不足する地域
等の医療機関勤務

希少な疾患や専門的
医療技術等の医療知
識・技術の説明、指導

患者対応中に診療方
法などの相談、患者受
入依頼、カンファレン
ス参加

若手医師等に
よる診察

指導医等によ
る指導・支援

【課題】

○ 平成29年4月6日に取りまとめられた「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」報告書では、地方で勤務
する意思のある医師も多い中、医師が勤務を敬遠する理由として、労働環境への不安や希望する内容の仕事ができないという理由の他、
特に若い世代では診療や研修環境などキャリア形成への不安が挙げられている。
医師の地域偏在を解消するには、こうした不安を取り除くための支援が必要である。

※平成22年度に地域枠として入学した医学生は平成28・29年度の臨床研修を終え、平成30年度から医師不足病院等へ配置される

（事業内容）

地域枠出身の若手医師が医師が不足する地域への派遣により地域診療義務を果たす場合や、地域枠出身以外の若手医師が自主的
に医師が不足する地域で一定期間地域診療に従事する場合等に、週３日は休暇・自己研さん等に充てられる週４日勤務制の導入、休日
を確実に取得できるようにする休日代替医師の派遣、複数医師によるグループ診療、テレビ電話等を活用した診療支援等をモデル的に
実施し、派遣される医師のキャリア形成や勤務負担軽減を図るために必要な経費を支援する。また、派遣される医師に対して指導を行う
大学医学部や中核医療機関に対してもモデル事業に必要となる経費を支援する。

設備整備費補助・・・テレビ会議システム及び画像
伝送・受信システム購入費

運営費補助・・・静止画像・動画伝送装置賃借料、
通信費、消耗品費、交代医師派遣経費等

医師Ｂ

グループ診療や
週４日勤務の導入

医師Ａ

大学医学部や
中核医療機関

地域医療支援
センター

令和３年度概算要求額
272,273千円（272,273千円）
(運営費:122,300千円､設備整備費：150,423千円)

交代医師Ｄ

グループ診療を可能にする
ための交代医師派遣調整

交代医師Ｃ

医師Ａ

医師Ｂ

調整

若手医師等の派遣

交代医師Ｄ

交代医師Ｃ

大学医学部や
中核医療機関

テレビ電話・画像
送受信等を活用

交代医師の派遣
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月 火 水 木 金 土 日

診
療

当直 診療 当直 診療 当直 診療 当直 診療 当直 日直 当直 日直 当直

医師Ａ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医師Ｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

勤務負担軽減後の医師の勤務スケジュール（イメージ）

大学医学部や
中核医療機関

地域医療支援センター

医師Ａは
大学等
で研修
が可能

医師Ｂ
は大学
等で研
修が可
能

医師Ｂ
は家族と
過ごす
時間を
確保

医師Ａは
家族と過
ごす時
間を確
保

交代
医師

交代
医師

交代
医師

交代
医師

交代
医師

同一病院から複数の交代医師派遣による
グループ診療等

調整

専門外の急患等
の対応に当たり、
処置方法や専門
の病院等に患者
搬送すべきかの
相談が可能

遠隔での
診療支援
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医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援事業に係る
補助金交付要綱（案）①
医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援事業に係る
補助金交付要綱（案）①

医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援事業の交付額は次により算出するものとする。ただし、算出
された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切捨てるものとする。
ア．都道府県が行う事業
（ア）次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に

２分の１を乗じて得た額を交付額とする。
イ．都道府県が補助する事業
（ア）次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
（イ）（ア）により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に

２分の１を乗じて得た額と都道府県が補助した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

１．基準額 ２．対象経費

厚生労働大臣が必要と認めた額 医師が不足する地域における若手医師等のキャ
リア形成支援事業に必要な次に掲げる経費
職員基本給
職員諸手当
非常勤職員手当
諸謝金
旅費
消耗品費
通信運搬費
借料及び損料
社会保険料
雑役務費

委託費（上記に掲げる経費に該当するもの。）

医療施設運営費等補助金 交付要綱（案）
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医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援事業に係る
補助金交付要綱（案）②
医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援事業に係る
補助金交付要綱（案）②

都道府県が行う医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援設備整備事業
ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出額とを
施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。

イ アにより選定された額の合計額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない
方の額に第５欄に掲げる補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

医療施設等設備整備費補助金交付要綱 （案）

１区分 ２ 種 目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 ６下限額

医
師
等
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
支
援
設
備

医
師
が
不
足
す
る
地
域
に
お
け
る
若
手

設備費 厚生労働大臣の必要と認
める額

医師が不足する地域にお
ける若手医師等のキャリ
ア形成支援の実施に必要
な備品の購入費

２分の１

－

情報通信機器 １か所当たり

１ 若手医師等に対する
指導元医療機関

7,857千円

２ 若手医師等の派遣先
医療機関

7,857千円
(ただし、指導元、派遣先
のいずれか一方が他方を
含む整備を行い、かつ、
他方に機器を貸与する場
合は、１と２の合算額と
することができる。)

医師が不足する地域にお
ける若手医師等のキャリ
ア形成支援の実施に必要
な画像伝送・受信システ
ム、テレビ会議システム
及び附属機器等の購入費

－
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医師が不足する地域における若手医師等のキャリア形成支援事業
（秋田県の事例）
１ 代診医派遣事業
【現状】義務年限中の自治医科大学卒業医師について、秋田県内の自治体病院の内科を中心に派遣している。また、内科以外の診療
科を志望する医師についても、内科へ派遣せざるを得ない状況にある。

【課題】派遣先によっては、専門医の研修施設の要件を満たすことができない場合がある。県では、派遣先医療機関に対し、義務年
限中の自治医科大学卒業医師に週１回程度の院外研修の取得を認めるよう要請しているが、派遣先医療機関によっては、診療体制
が確保できなくなることを理由として、研修取得が認められない場合もある。派遣される自治医科大学卒業医師のモチベーション
は著しく低下し、義務の離脱や義務明け後の県外流出につながるおそれがある。

【事業実績】
支援内容：市立大森病院の医師が市立田沢湖病院に出向き、週１回外来診療を実施。

【効果】支援対象医師が志望診療科の研修を行うことができ、支援対象の若手医師が週１回、院外で希望する専門診療科の研修を取
得する事が可能になり、モチベーションが向上した。

２ 院内研修・遠隔相談体制構築事業
①院内研修
【現状】県内の若手医師が首都圏で開催される各種セミナー等に参加する場合、往復６～８時間程度の移動時間が必要となる。また、
セミナー等への参加には、若手医師のスケジュールによっては参加希望者全員の参加が困難なことが多い。

【課題】医師不足の状況から研修時間や休暇の取得が制限される。研修取得のために長時間の移動を強いられ、自己学習や家族と過
ごす時間が減少する。

【事業実績】
実施医療機関：本荘第一病院（由利本荘市）
支援内容：外部講師による臨床基礎講座の院内開催 (テーマ：他職種連携、災害対応、症例検討等)

【効果】地域で勤務しながら外部講師による研修を地域内で行うことにより、より多くの若手医師が効果的な様々な研修に受講する
ことが可能になり、若手医師がキャリア形成に資するとともにその負担が軽減された。

②遠隔相談体制
【現状】画像診断に対する不安が、若手医師の診療への恐怖感や患者への不利益に繋がる可能性がある。
【事業実績】
実施医療機関：本荘第一病院（由利本荘市）
支援内容：夜間等における遠隔画像診断相談体制の構築

【効果】画像診断に関し遠隔で相談できる体制があることで、若手医師が専門的な立場から指導を受けることができること、診断に
も自信を持つことができることにより、医師としてのキャリア形成や負担軽減に繋がった。
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